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壱岐市農業委員会定例会（令和６年１２月） 

議 事 録 

 

１．開催日時    令和６年１２月２０日（金） 午後４時 

２．開催場所    壱岐市役所石田庁舎 ２階 第４会議室 

３．出席委員    ・・・・農業委員会長 外   農業委員 １８名 

４．欠席委員    ・・番・・委員、 

５．事務局職員   事務局長 ・・・・ 事務局長補佐 ・・・・ 主事 ・・・・・ 

６．議事日程 

第１．議事録署名委員の指名 ・・番 ・・委員 ・・番 ・・委員 

第２．議案第５６号 農地法第３条の規定による許可申請について 

   議案第５７号 農地法第５条の規定による許可申請について 

議案第５８号 非農地証明願について 

議案第５９号 壱岐市農業振興地域整備計画変更(除外)に対する意見 

      について 

議案第６０号 壱岐市農業振興地域整備計画変更(軽微な変更)に対する 

意見について 

議案第６１号 令和６年度農用地利用集積計画の承認について(第５回) 

議案第６２号 農地法第３条の規定による許可申請による貸借の解除に 

      ついて 

議案第６３号 農地中間管理事業における農用地利用集積等促進計画 

       (出し手から農地中間管理機構)(案)の要請について 

議案第６４号 農地中間管理事業における農用地利用集積等促進計画 

       (農地中間管理機構から受け手)(案)の要請について 

 ７．その他   

 

事務局  皆さんこんにちは。 

それでは、ご案内の時間前でありますが、只今より令和６年１２月の農業委員 

    会の総会を開会致します。 

本日は、・・番・・委員さんから欠席の届け出がでております。 

本日の出席委員は１９名中１８名で過半数を超えておりますので、総会は成立 

を致しております。 

 本日の議案について、追加が３件ありますので、後ほどご説明します。 

 それでは、総会日程２の「会長挨拶」を・・会長にお願い致しまして、引き続 

    き議事の進行をお願い致します。 

会 長 【会長挨拶】 

議 長  それでは、これより議事に入ります。 

まず、議事日程第１の議事録署名委員及び会議書記の指名を行います。「壱岐市 

    農業委員会会議規則第１８条第２項」に規定する議事録署名人ですが、議長より 

指名させていただいてよろしいでしょうか。【はいの声あり】 
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  それでは、本日の議事録署名人は、・・番・・委員、・・番・・委員にお願い 

したいと思います。よろしくお願いします。なお、本日の会議書記には事務局、 

浦川主事を指名します。 

それでは、議事日程第２の議案第５６号の「農地法第３条の規定による許可申 

    請について」を議題といたします。事務局より議案の説明を求めます。 

事務局  はい、１頁をお願い致します。議案第５６号「農地法第３条の規定による許可 

    申請について」農地の所有権移転につき、次のとおり許可申請が提出されたので、 

審議のうえ決定の要がある。所有権移転の案件が、１件あがっております。受け 

手は、個人でありますので、「農地所有適格法人以外の法人」の適用はありません。 

また、農地を譲り渡すことを目的とするもので、信託の引受け、信託事業によ 

る取得ではないので、「信託要件」の適用もありません。 

それから、１件の売買ですので、又貸し、「転貸禁止要件」にも当たりません。 

従いまして、「全部効率利用要件」、取得しようとする者が、農地全てを効率的 

    に耕作すると認められること、この判断は、農機具が揃っているか、労働力が確 

    保されているか、技術、農作業暦などで行ないます。 

「農作業常時従事要件」、取得側が年間１５０日以上従事していること。 

「地域との調和要件」、農地の取得によって地域の農業形態に支障が出ないかと、 

いうような３つの内容を審議して頂くことになります。 

５８番 土地の所在 

 芦辺町国分川迎触 字上室
かみむろ

 ・・・番・  地目 畑 面積 １１４２㎡ 

 譲渡人 ・・・・・・・・・・ 

譲受人 ・・・・・・・・・・ 

経営地面積は０㎡です。 

申請理由 

譲渡人 島外在住で管理ができないため、譲受人へ売り渡す。 

譲受人 譲渡人の要望により買い受けて農業経営を開始する、ということです。 

権利の設定内容は、売買です。 

「全部効率利用要件」でありますが、経営状況は果樹等の作付けです。 

農機具は、軽トラックがリース、草刈機は所有しております。 

農作業歴は本人０年です。通作距離については、５ｍ程です。 

これらの状況から、全体的な有効利用、効率的利用は問題ないと判断されます。 

「農作業常時従事要件」は、年間通じての従事が見込まれます。 

「地域との調和要件」ですが、果樹や玉ねぎ、にんじん等の野菜作付けであり 

    ますので、周辺への影響はないと判断されます。 

よって農地法第３条第２項各号に該当しないため、許可要件のすべてを満たし 

ていると考えます。１２月１７日に・・委員さんと譲受人との立会いの下、現地 

確認を行っております。以上で事務局からの説明を終わります。 

議 長  はい、以上の説明ですが、補足説明がございましたらお願いします。 

・・委員 はい。 
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議 長  はい、・・番 ・・委員。 

・・委員 皆さん、こんにちは。・・です。 

事務局の説明の通り、１２月１７日に現地確認を致しました。 

譲渡人の・さんは、福岡県那珂川市にお住まいでありまして、相続を受けまし 

たが、帰郷することもないということで、・・さんに売却するものです。・・さ 

んから現地を詳しく教えていただき、農業を始めることに対しての意欲を感じま 

した。 

何ら問題はないかと思いますが、皆さん方のご審議をよろしくお願い致します。 

議 長  はい、以上の補足説明ですが、どなたかご質疑ございませんか。【異議なしの声 

あり】それでは、ご異議がないようですので、議案第５６号５８番は決定します。 

     続きまして、議案第５７号「農地法第５条の規定による認可申請について」を 

議題といたします。事務局の説明を求めます。 

事務局  はい、２頁お願いします。 

議案第５７号「農地法第５条の規定による認可申請について」農地転用につき、 

次のとおり許可申請が提出されたので、審議のうえ意見を付して進達の要がある。 

・・番 土地の所在 

・・・・・・・・・・ 

転用目的 一般個人住宅 

譲渡人 ・・・・・・・・・・ 

譲受人 ・・・・・・・・・・ 

申請理由 現在両親と同居していますが、結婚し現在の居宅では、手狭となるた 

め、父所有の申請地を借受けて自己の居宅を建設したいので申請します、という 

ものです。 

     権利の設定内容は、使用貸借です。 

     農振地域外の農地で農地区分は、公共投資の対象となっていない小集団の生産 

性の低い第２種農地と判断しております。 

位置図、写真、配置図は、６頁から８頁です。 

１２月１７日に・・委員さんと申請人の立会いの下、現地確認を行っておりま 

す。以上で事務局からの説明を終わります。 

議 長  はい、以上の説明ですが、補足説明がございましたらお願いします。 

・・委員 はい。 

議 長  はい、・番 ・・委員。 

・・委員 皆さんこんにちは。担当の・・です。 

事務局の説明の通りに１２月１７日に現地確認を行いました。 

・・さんは、現在親と同居しているが、手狭であるため父所有の農地を借り受 

けて自己の居宅を建築したいという事であります。 

     下水道に接続する予定で、周辺農地への影響はないと思いますが、皆さん方の 

ご審議をよろしくお願いします。 

議 長  はい、以上の補足説明ですが、どなたかご質疑ございませんか。【異議なしの声 

あり】それでは、ご異議がないようですので、議案第５７号１９番は、意見を付 
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して進達します。続きまして、２０番の説明を求めます。 

事務局  はい、２頁お願いします。 

２０番 土地の所在 

郷ノ浦町渡良西触 字浜ノ坂 ・・番・  地目 田 面積１７１８㎡ 

転用目的 簡易宿泊施設 

譲渡人 ・・・・・・・・・・ 

譲受人 ・・・・・・・・・・     

申請理由  

現在飲食店を営んでいますが、新規事業として、申請地に簡易宿泊施設の開業 

    を検討しており、申請地を買い受け、簡易宿泊施設を建築したいので、申請しま 

    すというものです。 

 農用地区域除外は、県の同意を得て、令和６年１０月１０日に完了しておりま 

す。権利の設定内容は、売買です。 

農地区分は、農業公共投資の対象となっていない小集団の生産性の低い第２種 

農地と判断しております。 

位置図、写真、配置図は、９頁から１１頁です。令和６年６月２５日の農振地 

    域除外時に・・委員さんと申請人立会いの下、現地確認を行っております。 

以上で事務局からの説明を終わります。 

議 長  はい、以上の説明ですが、補足説明がございましたらお願いします。 

・・委員 はい。 

議 長  はい、・番 ・・委員。 

・・委員 本件は会長の担当地区ですので、隣接の・・・地区担当の・・が補足説明致し 

ます。事務局の説明の通り昨年６月定例の折に農振除外申請につきまして、ご承認 

を頂きました案件であります。電話で確認しました所、転用の許可が下り次第、計 

画通りに進めて行くという事でありましたので、皆様方のご審議をよろしくお願い 

致します。 

議 長  はい、以上の補足説明ですが、どなたかご質疑ございませんか。【異議なしの声 

あり】それでは、ご異議がないようですので、議案第５７号２０番は、意見を付 

して進達します。続きまして、２１番の説明を求めます。 

事務局  はい、３頁お願いします。 

２１番 土地の所在 

郷ノ浦町志原西触 字加納 ・・・番・  地目 畑 面積 ７３９㎡ 

転用目的 農業用施設用地 

譲渡人 ・・・・・・・・・・  

譲受人 ・・・・・・・・・・                

申請理由 現在、曾祖父と共同で肉用牛農経営を行っていますが、経営規模拡大 

に伴い、現在の牛舎に隣接する申請地に新たに牛舎を建築したいので、申請しま 

す、というものです。 

     権利の設定内容は、使用貸借です。 

     農振地域外の農地で農地区分は、公共投資の対象となっていない小集団の生産 
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性の低い第２種農地と判断しております。 

位置図、写真、配置図は、１２頁から１４頁です。 

１２月１７日に・・委員さんと申請人の立会いの下、現地確認を行っておりま 

す。以上で事務局からの説明を終わります。 

議 長  はい、以上の説明ですが、補足説明がございましたらお願いします。 

・・委員 はい。 

議 長  はい、・番 ・・委員。 

・・委員 はい、こんにちは。担当の・・です。 
事務局の説明のとおり、１２月１７日に現地確認を行いました。 
・・・・・さんは、曾祖父の農地を借りて経営規模拡大し、新たに牛舎の建築を 

    したいということであります。現在１５頭飼っており、増頭をしたいとのことで 
す。周辺とは十分距離がありますので、何ら問題はないと思いますが、皆様方のご 

審議をよろしくお願いします。 

議 長  はい、以上の補足説明ですが、どなたかご質疑ございませんか。【異議なしの声 

あり】それでは、ご異議がないようですので、議案第５７号２１番は、意見を付 

して進達します。続きまして、２２番の説明を求めます。 

事務局  はい、３頁お願いします。 

２２番 土地の所在 

郷ノ浦町若松触 字双六 ・・・・番・  地目 畑 面積 ４９９㎡ 

転用目的 一般個人住宅 

譲渡人 ・・・・・・・・・・  

譲受人 ・・・・・・・・・・                

申請理由 現在３世帯で同居しているが、居宅が手狭になっていますので、父よ 

    り申請地を譲り受けて、自己の居宅を建築したいので、申請します、というもの 

です。 

     権利の設定内容は、贈与です。 

     農振地域外の農地で農地区分は、公共投資の対象となっていない小集団の生産 

性の低い第２種農地と判断しております。 

位置図、写真、配置図は、１５頁から１７頁です。 

１２月１７日に・・委員さんと申請人の立会いの下、現地確認を行っておりま 

す。以上で事務局からの説明を終わります。 

議 長  はい、以上の説明ですが、補足説明がございましたらお願いします。 

・・委員 はい。 

議 長  はい、・番 ・・委員。 

・・委員 皆さんこんにちは。担当の・・です。 

事務局の説明の通りに１２月１７日に現地確認を行いました。 

・・さんは、現在３世帯同居で手狭であるため父所有の農地を譲り受けて自己 

の居宅を建築したいという事であります。 

合併浄化槽も設置する予定で、周辺農地への影響はないと思いますが、皆さん 

方のご審議をよろしくお願いします。 
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議 長  はい、以上の補足説明ですが、どなたかご質疑ございませんか。【異議なしの声 

あり】それでは、ご異議がないようですので、議案第５７号２２番は、意見を付 

して進達します。続きまして、２３番の説明を求めます。 

事務局  はい、４頁お願いします。 

２３番 土地の所在 

芦辺町諸吉仲触 字麻ノ木
あ さ の き

 ・・・番・  地目 畑 面積 ４３６㎡ 

転用目的 一般個人住宅 

譲渡人 ・・・・・・・・・・ 

譲受人 ・・・・・・・・・・ 

申請理由 現在単身赴任をしており、島外で仕事をしておりますが、来年帰島 

    するに当たり、申請地を買受けて家族と生活する居宅を建設したいので、申請し 

    ます、というものです。 

     権利の設定内容は、売買です。 

     農用地区域除外は、県の同意を得て、令和６年６月１９日に完了しております。 

農地区分は、農業公共投資の対象となっていない小集団の生産性の低い第２種 

農地と判断しております。 

位置図、写真、配置図は、１８頁から２０頁です。令和６年２月２５日の農振 

    地域除外時に・・委員さんと申請人立会いの下、現地確認を行っております。 

以上で事務局からの説明を終わります。 

議 長  はい、以上の説明ですが、補足説明がございましたらお願いします。 

・・委員 はい。 

議 長  はい、・・番 ・・委員。 

・・委員 皆さんこんにちは。担当の・・です。 

事務局の説明の通り今年２月定例の折に農振除外申請につきまして、ご承認を 

頂きました案件であります。 

電話で確認しました所、転用の許可が下り次第、計画通りに進めて行くという 

事でありましたので、皆様方のご審議をよろしくお願い致します。 

議 長  はい、以上の補足説明ですが、どなたかご質疑ございませんか。【異議なしの声 

あり】それでは、ご異議がないようですので、議案第５７号２３番は、意見を付 

して進達します。続きまして、２４番の説明を求めます。 

事務局  はい、４頁お願いします。 

２４番 土地の所在 

芦辺町箱崎大左右触 字吹坂
ふきさか

 ・・・番・ 地目 田 １００㎡ 

同じく           ・・・番・ 地目 田 ６２４㎡ 

転用目的 ・・・番・ 進入路 

・・・番・ 車庫兼社宅兼駐車場 

譲渡人 ・・・・・・・・・・ 

譲受人 ・・・・・・・・・・ 
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申請理由 申請地に進入路及び車庫兼社宅兼駐車場を建設したいので、申請しま 

す、というものです。 

     権利の設定内容は、売買です。 

     この案件は、違反転用でありまして、４月１９日に・・委員さんと現地確認を 

    行い、４月の定例会においてご審議いただき、県より５月１３日付で追認許可相 

当として、判断しましたという通知が来ております。位置図、写真、配置図は、 

２１頁から２４頁です。 

以上で事務局からの説明を終わります。 

議 長  はい、以上の説明ですが、補足説明がございましたらお願いします。 

・・委員 はい。 

議 長  はい、・・番 ・・委員。 

・・委員 担当の植村です。 

事務局の説明の通り、この案件は、４月の定例会で違反転用許可相当としてやむ 

を得ないという事でご承認頂いております。 

今回、正式に農地法第５条の許可をもらいたいという事であります。 

皆様方のご審議をよろしくお願い致します。 

議 長  はい、以上の補足説明ですが、どなたかご質疑ございませんか。【異議なしの声 

あり】それでは、ご異議がないようですので、議案第５７号２４番は、意見を付 

して進達します。続きまして、２５番の説明を求めます。 

事務局  はい、５頁お願いします。 

２５番 土地の所在 

石田町石田西触 字西間
さ い ま

 ・・・・番・  地目 畑 面積 １０３㎡ 

転用目的 進入路 

譲渡人 ・・・・・・・・・・ 

譲受人 ・・・・・・・・・・ 

申請理由 現在隣接する原野に居宅を建設する計画をしており、原野への進入路 

    がないため、申請地を買受けて進入路を整備したいので、申請します、というも 

のです。 

     権利の設定内容は、売買です。 

     農振地域外の農地で農地区分は、公共投資の対象となっていない小集団の生産 

性の低い第２種農地と判断しております。 

位置図、写真、配置図は、２５頁から２７頁です。 

１２月１７日に・・委員さんと申請人の立会いの下、現地確認を行っておりま 

す。以上で事務局からの説明を終わります。 

議 長  はい、以上の説明ですが、補足説明がございましたらお願いします。 

・・委員 はい。 

議 長  はい、・・番 ・・委員。 

・・委員 はい、皆さんこんにちは。・・です。 

・・委員の担当区域ですが、都合により、本日欠席するということで、代わり 
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に私が現地立会いしましたので補足説明させていただきます。 

原野を購入して、居宅を建設する予定ですが、進入路がないため農地の一部を 

分筆し購入するということです。 

何ら問題はないと思いますが、皆様方のご審議をよろしくお願いします。 

議 長  はい、以上の補足説明ですが、どなたかご質疑ございませんか。【異議なしの声 

あり】それでは、ご異議がないようですので、議案第５７号２５番は、意見を付 

して進達します。続きまして、議案５８号「非農地証明願について」を議題とし 

ます。事務局より議案の説明を求めます。 

事務局  はい、２８頁をお願い致します。議案第５８号５番の「非農地証明願について」、 

次のとおり申請があったので、調査審議の上決定の要がある。 

５番 土地の所在 

郷ノ浦町物部本村触 字辻・・・番 台帳地目 畑 現況 資材置場６０８㎡ 

同上          ・・・番 台帳地目 畑 現況 資材置場４４４㎡ 

転用目的 資材置場 

申請人、・・・・・・・・・・ 

申請理由 願出地は、平成６年頃より建設会社の資材置場として整備した現在に 

至っている、ということでありまして、非農地化から２０年以上経過している、 

というものです。位置図、現況写真は２９頁から３０頁です。 

１２月１６日に・・委員さんと申請人の立ち会いの下、現地確認を行っており 

    ます。以上で事務局からの説明を終わります。 

議 長  はい、以上の説明ですが、補足説明がございましたらお願いします。 

・・委員 はい。 

議 長  はい、・番 ・・委員。 

・・委員 皆さん、こんにちは。担当の・・です。 

只今、事務局から説明があった通り１２月１６日に現地確認を行いました。 

平成６年頃から、３０年ほど資材置場として利用されてありますが、今まで何ら 
問題はなかったという事です。皆さん方のご審議をよろしくお願いします。 

議 長  以上の説明ですが、どなたかご質疑はございませんでしょうか。【異議なしの声 

あり】それでは、ご異議がないようですので、議案第５８号５番は、決定します。 

続きまして、６番の説明をお願いします。 

事務局  はい、２８頁をお願い致します。 

６番 土地の所在 

芦辺町諸吉本村触 字牧田・・・番・ 台帳地目 田 現況 宅地 ６３６㎡ 

転用目的 宅地 

申請人、・・・・・・・・・・ 

申請理由 願出地は、平成１５年頃より宅地として整備したものであり、現在に 

至っている、ということでありまして、非農地化から２０年以上経過している、 

というものです。位置図、現況写真は３１頁から３２頁です。 

１２月１７日に・・委員さんと申請人の立ち会いの下、現地確認を行っており 

    ます。以上で事務局からの説明を終わります。 
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議 長  はい、以上の説明ですが、補足説明がございましたらお願いします。 

・・委員 はい。 

議 長  はい、・・番 ・・委員。 

・・委員 皆さん、こんにちは。担当の・・です。 

事務局から説明があった通り１２月１７日に現地確認を行いました。 
平成１５年頃から、２０年以上宅地として利用されてありますが、今まで何ら

問題はなかったという事です。皆さん方のご審議をよろしくお願いします。 

議 長  以上の説明ですが、どなたかご質疑はございませんでしょうか。【異議なしの声 

あり】それでは、ご異議がないようですので、議案第５８号６番は、決定します。 

続きまして、議案第５９号 「壱岐農業振興地域整備計画変更（除外）に対する 

    意見について」を議題と致します。事務局の説明を求めます。 

事務局  はい、３３頁をお願いします。 
議案第５９号「壱岐農業振興地域整備計画変更（除外）に対する意見について」 

農業振興地域の整備に関する法律第１３条の規定により、次の農業振興地域内農 
用地区域の除外申請について、市から意見を求められたので、審議のうえ意見を 
付して回答をする要がある。 

  １３番 土地の所在、 
郷ノ浦町柳田触 字蛭ノ元 ・・・番 地目 田 面積 ５００㎡ 
除外目的、資材置場 
申請人、・・・・・・・・・・ 
申請理由、 
申請地を資材置場用地として整備したいので農用地区域の除外を申請します。 

というものです。位置図、写真、配置図は３４頁から３６頁です。 
１２月１６日に・・委員さんと申請人より委任された行政書士の立ち会いの下、 

現地確認を行っております。以上で事務局からの説明を終わります。 
議 長  はい、以上の説明ですが、補足説明がございましたらお願いします。 

・・委員 はい。 

議 長  はい、・番 ・・委員。 

・・委員 皆さん、こんにちは。担当の・・です。 

事務局の説明の通り、１２月１６日に現地確認を致しました。 

申請者の・・・・・・・・さんは、現在使用している資材置き場が狭いため、 

新たに資材置き場を整備したいという事で農用地区域の除外申請を行いたいとい 

う事であります。特に周辺農地への影響はないと思いますが、皆さん方のご審議 

をよろしくお願いします。 

議 長  以上の説明ですが、どなたかご質疑はございませんでしょうか。【異議なしの声 

あり】それでは、ご異議がないようですので、議案第５９号１３番は、決定しま 

す。続きまして、議案第６０号 「壱岐農業振興地域整備計画変更（軽微な変更） 

    に対する意見について」を議題と致します。事務局の説明を求めます。 

事務局  はい、３７頁をお願いします。 
議案第６０号「壱岐農業振興地域整備計画変更（軽微な変更）に対する意見に 
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    ついて」農業振興地域の整備に関する法律第１３条同法施行令第１０条の規定に 
より、次の農業振興地域内農用地区域の用途区分変更申請について、市から意見 
を求められたので、審議のうえ意見を付して回答をする要がある。 
１番 土地の所在、 
石田町池田仲触 字柏木 ・・・番・の一部 地目 田 面積 ２３３５㎡のう

ち１９５㎡ 
変更の内容、農業用施設用地 
申請人、・・・・・・・・・・ 
申請理由、申請地に農業用倉庫を建築したいので、用途区分の変更を申請します。 

というものです。 
この案件は、違反転用でありまして、６月１９日に・・委員さんと現地確認を 

   行い、６月の定例会においてご審議いただき、県より７月１０日付で追認許可相当 

として、判断しましたという通知が来ております。位置図、写真、配置図は、３８ 

頁から４０頁です。以上で事務局からの説明を終わります。 
議 長  はい、以上の説明ですが、補足説明がございましたらお願いします。 

・・委員 はい。 

議 長  はい、・・番 ・・委員。 

・・委員 皆さんこんにちは。担当の・・です。 

・・さんは、申請地に農業用倉庫等にかかる農用地区域の用途区分の変更を行 

いたいという事であります。何ら問題はないかと思いますが、皆さんのご審議を 

よろしくお願い致します。 

議 長  以上の説明ですが、どなたかご質疑はございませんでしょうか。【異議なしの声 

あり】それでは、ご異議がないようですので、議案第６０号１番は、決定します。 

続きまして、議案第６１号「令和６年度農用地利用集積計画の承認について（第 

５回）」を議題と致します。事務局の説明を求めます。 

事務局  議案第６１号「令和６年度農用地利用集積計画の承認について」今年度５回目 

になります。農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に基づき、下記農用 

地利用集積計画の決定について意見を求められております。 

当初配付した議案の１６５番の・・・・・さんについて、流動化契約の申請が 

あり議案にあげましたが、定例会にかける前に死亡が発覚したため、今回の契約 

から削除します。 

今後新しい相続人と話をしてから申請していただくことになります。早かった 

    ら３月になります。 

これにより利用権設定の変更がありまして、件数５０件が４９件、借り手の３ 

０人が、２９人、貸し手の４７人が４６人となります。田の１１０筆が１０９筆、 

１１９,２１１㎡が１１７，７６０㎡、畑が４４筆で５３，４６２㎡、合計の１５ 

４筆が１５３筆で１７２，６７３㎡が１７１，２２２㎡となります。 

      この件につきましては、地区担当の農業委員・推進委員皆様方の署名・押印を 

頂いておりますので、今回、この一連につきましては、ご承認を頂きたいと思って 

おります。 
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      内容につきましては、４２頁から４６頁に掲載を致しておりましたので、よろ

しくお願いします。以上で事務局からの説明を終わります。 

議 長  この件につきましては、事務局が申しますように皆さん方のご承認を頂いてお 

りますので、よろしいでしょうか。【はいの声あり】それでは、ご異議がないよう 

ですので、議案第６１号は、決定します。 

続きまして、追加議案第６２号「農地法第３条の規定による許可申請による貸

借の解除について」を議題とします。事務局の説明を求めます。 

  事務局  はい、追加議案の１頁の第６２号をお願いします。 

      「農地法第３条の規定による許可申請による貸借の解除について」農地法第３条 

      の規定による農地の移転につき、次のとおり許可申請による貸借の解除が提出さ 

      れたので、審議のうえ決定の要がある。 

１番 土地の所在 

 石田町筒城東触 字瀧ノ下 ・・・・番・  地目 田 面積 ６５０㎡ 

 貸付人 ・・・・・・・・・・ 

借受人 ・・・・・・・・・・ 

経営地面積は田が１４，６１７㎡、畑が９，３７５㎡、計２３，９９２㎡です。 

申請理由 

貸付人 農地中間管理機構へ借り換えを行う。 

借受人 農地中間管理機構へ借り換えを行う。ということです。 

権利の設定内容は、使用貸借権の解除です。 

３条の契約期間は、平成２９年２月１日から令和７年２月９日までとなります。 

貸し借りの時に議案として上げており、農地法第３条による貸借になるのです 

が、現在、それを結んでいて、途中農地中間管理機構による貸借に変更するとい 

うことで今回３条の解除の申請をするものであるので、特に問題はないと判断さ 

れます。以上で事務局からの説明を終わります。 

議 長  以上の説明ですが、どなたかご質疑はございませんでしょうか。【異議なしの声 

あり】それでは、ご異議がないようですので、議案第６２号１番は、決定します。 

続きまして、追加議案の議案第６３号「農地中間管理事業における農用地利用 

集積等促進計画(出し手から農地中間管理機構)の要請について」と議案第６４号 

「農地中間管理事業における農用地利用集積等促進計画(農地中間管理機構から 

受け手)の要請について」は、関連がありますので、一括上程したいと思います。 

事務局の説明を求めます。 

事務局  はい、追加議案の第６３号と議案第６４号は一括して説明させて頂きます。   

はい、本日配付しました。追加議案２頁をお願い致します。 

議案第６３号 「農地中間管理事業における農用地利用集積等促進計画(出し手 

から農地中間管理機構)の要請について」農地中間管理事業の推進に関する法律第 

１８条第１１項の規定に基づき、農地中間管理機構に対し、別紙のとおり市から 

提出された農用地利用集積等促進計画(出し手から農地中間管理機構)を定めるよ 

う要請することの可否について判断を求めるものです。 

３頁から１１頁をご覧ください。令和６年１２月農業委員会 農地中間管理事 
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    業における農用地利用集積等促進計画についてはこの一覧表のとおりであります。 

また、２頁をご覧いただきますと長崎県農地中間管理機構として、農地中間管 

理事業を実施する公益財団法人 長崎県農業振興公社が農地中間管理権を取得す 

    る計画が、賃貸借権設定について、１０年間の田の新規が３筆で２，２７３㎡、 

更新が２筆で１，９５２㎡、賃貸借権設定の合計が４，２２５㎡で、使用貸借 

権設定については、１０年間の田の新規が１５０筆で１４４，０６７㎡、更新が 

３０筆で２８，５５９㎡、計が１８０筆で１７２，６２６㎡、畑の新規が１０筆 

で１０，２４４㎡、更新が９筆で１９，２７４㎡、計が２９，５１８㎡であり、 

使用貸借権設定の合計が２０２，１４４㎡であります。 

  続きまして、１２頁をお願い致します。議案第６４号 「農地中間管理事業にお 

    ける農用地利用集積等促進計画(農地中間管理機構から受け手)の要請について」 

農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第１１項の規定に基づき、農地中 

間管理機構に対し、別紙のとおり、市から提出された農用地利用集積等促進計画 

(農地中間管理機構から受け手)を定めるよう要請することの可否について判断を 

求めるものです。１３頁から２１頁の令和６年１２月農業委員会 農地中間管理 

事業における農用地利用集積等促進計画については一覧表のとおりでありまして、 

再度１２頁をご覧いただきますと、計画につきましては、農地中間管理事業を実 

施する公益財団法人長崎県農業振興公社の要請により、市が公社に提出するもの 

で、集積計画表は、議案第６３号で説明したとおりであります。 

この計画につきましては、全て農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第 

５項に掲げる各要件を満たしております。 

なお、議案第６３号の農用地利用集積等促進計画(出し手から農地中間管理機 

構)の公告と、議案第６４号の農用地利用集積等促進計画(農地中間管理機構から 

受け手)の決定は、同時施行と致します。 

これによりまして、農地中間管理権を得た農地中間管理機構が農用地集積等促 

進計画を定めて、県知事が促進計画を、公告することによりまして、農地中間管 

理機構が借り手に農地を貸し付けるという手続きの流れになります。 

     以上で事務局からの説明を終わります。 

議 長  はい、以上の説明でございますが、これにつきましては、法に則って行います 

    ので皆様方の意見を求めることになります。何かございませんか。【異議なしの声 

あり】それでは、ご異議がないようですので、議案第６３号と議案第６４号は原 

案のとおり決定し、その旨回答します。 

続きまして、その他の件をお願いします。 

樫尾委員 農地の流動化が今年度で完了しますが、５年後の終了通知は、農業委員会とし 

ては、どうされますか。中間管理機構への移行は。 

事務局  期間満了となったら、完了通知を出します。中間管理機構への移行は、チラシ 

を出します。やり方は、例えば用紙を入れとって、農林課に提出していただく方 

法が出来ればよいと考えております。 

 今でも中間管理機構を推進するためにチラシを入れております。 

樫尾委員 流動化完了通知のなかに、中間管理機構への移行の流れを書いていただければ 



－13－ 
 

よいのですが。 

事務局  それは、書いています。ただ２ヶ月前ぐらいになります。議案に上げなければ 

    ならないので。今あげているように同じような感じでですね。 

樫尾委員 それは、農業委員押印はしなくていいのですか。 

事務局  今のところはですね。ただよその市町では、印鑑欄を作ってやってあるところ 

    もありますので、今後どうするか農林課との調整となります。・・市は、農業委 

員と推進委員、両方とも印鑑を押してあります。うちは、中間管理の方はしてな 

いですけど、一本になるので早いうちに、早かったら４月、年明け出すようにな 

るので作成しないといけない。 

事務局  事務局からのその他の件ですが、 

① １月の定例会の日程 → 令和７年１月２４日(金)午前９時～ 

② １８時から島来荘で忘年会ですので、出席お願いします。 

③ 農業会議の・・さまより、全国農業新聞等の説明があります。 

議 長  他に皆さん方から何かありましたら。ございませんでしょうか。それでは、皆 

    さん方から意見もないようでございますので、本日の総会の日程を終了させて頂 

    きたいと思いますが、よろしいでしょうか。【はいの声あり】大変お疲れ様でした。 

 


